










要約:先天異常モニタリングは同じ条件下で継続的に実施することが必要である。わが国

では強制的に全症例を報告させることは不可能で、この先天異常モニタリングの重要性を

認識した医師の自由意志による協力参加に頼らざるを得ない。県単位の人口ベースのモニ

タリングを各地域におくのが理想的であるが、これは不可能に近い。しかし異常症例の分

娩はほとんど病院で行なわれる傾向川にあるので全国を網羅した病院べースの先天異常モ

ニタリングで十分その役割を果たしうるものと考えられる。従って 16 年以上にわたり実

施してこられた専門家を委員とした委員会のもとで、公的なモニタリングセンターで、先

天異常サーベイランスを国および地方自治体の費用で継統的に実施することが望ましい。


